
ヒアリ等に関する目視調査　フロー図

１．輸入貨物の取り扱い
過去１年間で輸入コンテナ貨物の荷受けをしたこと

がありますか。

有

無

２．目視による調査（アリの有無）
取り扱った輸入コンテナ貨物の保管・積替え場所や

施設内で、目視によりアリの生息の有無を確認して

ください。

回答不要です

３．アリの駆除
発見したアリを数十匹駆除してください。

４．簡易同定
駆除したアリを確認した結果、ヒアリ等の可能性が

ありますか。

５．兵庫県自然環境課へ個体送付
ヒアリ等かどうかの同定依頼を行ってください。

有

無

調査結果欄は①にチェックしてください

有 無

調査結果欄は②にチェックしてください

調査結果欄は③にチェックしてください

５．送付先

兵庫県農政環境部環境創造局自然環境課

住所：神戸市中央区下山手通5-10-1

直通番号：078-362-3389

送付方法

駆除したアリをセロテープに貼付け、テープ内に

閉じ込めるようにして保存してください。閉じ込め

る際は周囲をテープで囲むようにし、アリの体が

つぶれないようにしてください。

［送付イメージ］

４．簡易同定方法

次の①～⑤のいずれかに該当する場合は、ヒアリ

ではありません。いずれにも該当しない場合はヒ

アリである可能性があります。

①黒いアリ

②2.5㎜以下の小さいアリ

③赤っぽいアリでも大きさに連続性変異のないも

の（アリの集団内での個体の大きさが均一で揃っ

ている）

④足が８本（アリは６本）

⑤胸部と腹部の間に２節のコブがない

３．駆除の方法

熱湯や市販のスプレー式殺虫剤を使用して殺虫

処理をしてください。ただし、処理を行う際は、アリ

に刺されないよう十分注意をしてください。

なお、駆除する前に下記４の①～⑤に該当するこ

とが明らかであることが確認できれば駆除する必

要はありません。

２．目視調査の方法

施設内（特に輸入貨物を置いた場所周辺）や植

栽、緑地を中心に目視による調査を行ってくださ

い。ただし、手袋等をはめるなど、刺されないよう

十分注意してください。


